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退職手当申立要領の改正について（通知） 

 

 日頃、退職手当事務につきまして、御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

 この度退職手当申立要領を下記のとおり改正しましたので、お知らせいたします。 

 なお、当文書と同日付で、教職第６２７－２号「令和６年度末退職者に係る退職手当の

事務処理について（通知）」を送付しております。年度末退職者に係る退職手当の事務処理

の変更点については、そちらも御参照くださるようお願いいたします。 

  

記 

 

１ 施行日 令和６年８月３０日 

 

２ 主な変更点 

（１）人事管理システムの承認方法の変更（事務長承認を追加）。 

（２）人事キャリアシステム上で事務担当者による所属の申立情報確認機能を追加。 

 （３）退職手当申立書の様式変更（再就職等状況等の内容を変更）。 

 （４）退職所得の受給に関する申告書の様式を Excel 形式へ変更。 

                  （５）年度末退職予定者一覧報告書の廃止（システム、ツール上で集計できるため）。 
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